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県内どこでも

（ ）
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学校教育のみ可 学校教育以外も可（放課後子ども教室や公民館活動等の地域における教育活動）

○

○

○

オンラインでの教育支援 対応可 対応不可

企業名 厚生労働省　愛媛労働局

郵便番号 790-8538 住　所 松山市若草町4番地３　松山若草合同庁舎 ６階

電　話
（連絡先）

089-935-5222(雇用環境・均等室) ＦＡＸ 089-935-5210

代表者
職・氏名

愛媛労働局長　瀧原　章夫
主な

業務内容

国家事務（労働条件その他の労働者の働く環境の整
備
及び職業の確保を図る）

担当者
職・氏名

雇用環境改善・均等推進監理官　松友　庸治
雇用環境・均等室長補佐　深川　良和

連絡先
e-mail

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ＵＲＬ

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/

企業
業種区分

   ←該当するＡ～Pまでをご記入ください。
　 A 農業,林業,漁業　B 鉱業　C 建設業　D 製造業　E 電気,ガス,熱供給,水道業　F 情報通信業
    G 運輸業,郵便業　H 卸売業,小売業　I 金融業,保険業　J 医療,福祉　K 教育,学習支援業
    L 不動産業,物品賃貸業　M 宿泊業,飲食店　N サービス業　O 公務   P その他の産業

教育支援の条件等 （○で囲み、その他には具体的にご記入ください)

可能日 いつでも 具体的条件 要相談

可能地域 当社所在地の市町内 当社所在地の管内（東中南予）

交通費 必要なし 実費 その他

材料費 必要なし 実費 その他

支援対象

その他

可能な教育支援内容
具体的な支援内容（対象、時期）

取組種別 　↓可能な取組に○印を

取組１ 出前授業　等
・就職活動とハローワークについて（高校生対象、年間）
・仕事（アルバイト）の労働条件について（大学生対象、年間）

取組２ 会社見学　等 ・職場見学（人数制限：あり）（大学生対象、時期は相談）

　　会社よりの
　　コメント

地域に密着した国の総合労働行政機関としての役割を十分発揮するよ
う務めています。
上記以外の希望がありましたらご相談ください。

取組３ 資料提供
・愛媛労働局のとりくみ
・知って役立つ労働法（働くときに必要な基礎知識）
・その他労働関係法令に関するパンフレット等

取組４ その他

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/

